
甲種防火管理再講習の受講が必要な防火管理者について     別添１ 

 

 いいえ 

   防火管理者資格取得講習により、資格を取得していますか？  

 

はい  

いいえ  

防火管理者として選任されていますか？ 

 

はい 

                                いいえ    

特定防火対象物（※１）ですか？                   

                                         

                  はい                 

                                いいえ    

       建物全体の収容人員が３００人以上ですか？   

 

はい              

                                 

 

 

 

 

  

 

     

   

 

甲種防火管理再講習の受講期限について 

 

 

甲種防火管理講習を修了した日が、平成２７年３月３１日以前ですか？ 

 

             はい                    いいえ 

 

    令和２年３月３１日までに、         甲種防火管理講習を受講した日から、  

     受講する必要があります。         ５年以内に受講する必要があります。 

 

 

 

以後５年以内ごと 

 

 

甲種防火管理再講習を受講していない場合について  

 

○ 適正な資格を有する防火管理者が選任されていない、いわゆる防火管理者未選任の 

消防法令違反取扱となります。 

 

○ 防火対象物定期点検報告制度の特例認定を受けている場合は、認定を取り消される 

ことがあります。 

 

甲種防火管理再講習

を受講する必要はあ

りません。 

甲種防火管理再講習を受講する必要があります。 

 

※１ 特定防火対象物                

 特定用途に供される部分があり、不特定多数の者が利用する施設      

 （特定用途とは、消防法施行令別表第１(１)項～(４)項、(５) 項イ、(６)項及び(９)項イに掲げる用途（劇場・遊技場・ 

飲食店・百貨店・ホテル・病院・老人福祉施設・障害者支援施設・保育園・幼稚園など）） 


